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第 １ 章

策定の目的

この章では、「第３次みどりの風吹くまちビジョン」策定の経緯と目的につい

て記載しています。



2277年年度度平平成成2266年年度度 2288年年度度 2299年年度度 3300年年度度 令令和和元元年年度度

3311年年３３月月

第第22次次
みみどどりりのの風風吹吹くく
ままちちビビジジョョンン

策策定定
3300年年６６月月

ググラランンドド
デデザザイインン構構想想

策策定定

2299年年33月月

公公共共施施設設等等
総総合合管管理理計計画画

策策定定

2288年年1100月月

区区政政改改革革計計画画
策策定定

2299年年1122月月
人人事事・・人人材材育育成成計計画画
職職員員定定数数管管理理計計画画
外外郭郭団団体体見見直直しし方方針針

2277年年33月月

みみどどりりのの風風吹吹くく
ままちちビビジジョョンン

策策定定
ビジョン
（政策）

政策を実現する
仕組みや態勢の

見直し

区は、平成27年３月、新しい区政運営の方向性を明らかにし、将来を見据えた戦
略を提示するため、「みどりの風吹くまちビジョン」を策定しました。平成30年6月
には、区政を更に前に進めるため、「暮らし」・「都市」・「区民参加と協働」の
３つの分野からなる「グランドデザイン構想」を策定し、目指す将来像を区民の皆
様と共有しました。
グランドデザイン構想の実現を目指し、平成31年3月には、新たな総合計画として

「第２次みどりの風吹くまちビジョン」を策定しました。令和４年３月には、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大など社会情勢の変化に対応するため、令和４年度
から５年度の２か年の取組を定める「第２次みどりの風吹くまちビジョン 改定ア
クションプラン」を策定しました。さらに、令和５年３月には、政策を実現する具
体的な取組と体制を強化する「取組体制強化プラン」を策定しています。
グランドデザイン構想の実現に向けて、これまでの政策を着実に継続・発展させ、

その上に立ち、みどり、文化、スポーツ、都市インフラなど区民生活を豊かにする
施策に更に力を入れていく必要があります。構想実現に向けた政策展開を明らかに
するため、区の新たな総合計画（地方版総合戦略※）として、「第３次みどりの風吹
くまちビジョン（以下「第３次ビジョン」という。）」を策定します。

※ まち・ひと・しごと創生法第9条および第10条に基づく「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」およ
び「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」のこと。都道府県および区市町村は、国の「デジタル田園都
市国家構想総合戦略」を勘案し策定が求められている。

グランドデザイン構想の実現

策定の目的
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第 ２ 章

改革ねりま これまでの取組

この章では、区がこれまで進めてきた「改革ねりま」について記載しています。



全国の自治体を先導する「練馬区モデル」の展開

保護者の就労形態や
ニーズの多様化に応える
区独自の幼保一元化施設

診療所での個別接種と
集団接種を組み合わせた
ベストミックス方式

我が国は、少子高齢化・人口減少により経済活力が弱まり、国際競争力が低
下するなかで、赤字国債の発行を重ねた結果、債務残高はGDPの２倍を超え、
世界に類を見ない危機的な状況となっています。将来を見通すことが難しいモ
デルなき未知の時代に直面している今こそ、現実を直視し、リアルな打開策を
打ち出していく必要があります。
従来の施策を漫然と繰り返し、他自治体と横並びの施策を実施しているだけ

では、こうした変化の激しい時代に対応することはできません。未来を切り開
くため、区はこれまでの施策を抜本的に変革し、全国自治体を先導する「練馬
区モデル」を様々な分野で展開してきました。
例えば「３歳からは預かり保育のある幼稚園に通わせたい」という保護者の

ニーズに対応するため、全国初となる区独自の幼保一元化施設「練馬こども
園」を創設しました。子どもの教育や保育について保護者の選択の幅が広がり、
共働き家庭などからも利用されています。
コロナ禍においても、希望する区民が身近な場所で速やかに安心してワクチ

ン接種を受けられる体制を一刻も早く整備するため、国と綿密に協議し、練馬
区医師会の協力を得て、かかりつけ医による個別接種をメインに集団接種会場
でカバーする「練馬区モデル」を構築しました。国が先進事例として紹介し、
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保育所待機児童ゼロを達成子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
輝
く
ま
ち

待機児童ゼロ作戦を展開し、
平成26年度からの９年間で全国
トップレベルの約8,500人の定
員拡大を実現しました。

令和３年度から待機児童ゼロ
を継続しています。

必要な子育てサービスを選べる社会に

練馬こども園を創設

区独自の幼保一元化施設である練馬
こども園を創設し、子どもの教育や保
育について、保護者の選択の幅を広げ
ました。

小学校内で、学童クラブとひろば事
業の運営を一体的に行う「ねりっこク
ラブ」を全65校中52校で実施し、小
学生の居場所を整備しました。

練
馬
区
モ
デ
ル
Ⅰ

子育ては誰が担うべきか、
様々な考え方や価値観が存
在しますが、最も尊重され
るべきことは、それぞれの
家族の思いです。家庭で子
育てがしたい、子どもを預
けて働きたいなど、多様化
する子育てサービスのニー
ズに応える施策を展開して
います。
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「練馬区モデル」は

他区にも拡大中

渋谷区

台東区

中央区

(仮称)東京都練馬児童相談所の設置 子ども家庭支援センターの体制強化

支援を必要とする子どもたちのそばに

支援が必要な子どもたちへの取組の充実

区では、子どもを虐待から守るために、区による地域に根差したきめ細かい寄り添い支援と、
都の広域的・専門的支援の更なる連携強化に取り組んでいます。また、誰もが等しく公平に必要
な教育が受けられるよう、一人ひとりに応じたきめ細かな支援を進めます。

都内で初めて都区共同で「練馬区虐待対応
拠点」を設置しました。虐待対応拠点は他区
にも拡がっています。

令和６年度の（仮称）東京都練馬児童相談
所の設置に向けて、区子ども家庭支援セン
ターの専門職員（福祉職等）を増員し、相談
体制を更に強化します。

●不登校児童生徒
不登校経験者やその保護者等を対象に、令和３年

度から４年度にかけて、不登校に関する実態調査を
実施しました。令和５年８月には、調査結果等を踏
まえて「練馬区教育委員会不登校対策方針」を改定
し、児童生徒一人ひとりの将来的な社会的自立に向
けた取組を進めています。

●ヤングケアラー
実態調査の結果、ヤングケアラーが一定

数存在することが明らかになりました。学
校等で早期に発見し、関係機関が連携して
支援できる体制を整備しました。

●医療的ケア児

「医療的ケア児支援法」の成立に先駆け
て、平成27年度に区立の小学校および学童
クラブで医療的ケア児の受入れを開始し、
その後、区立保育園および幼稚園での実施
や受入れ人数を拡大してきました。
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高齢者地域包括ケアシステムの確立

高
齢
者
が
住
み
な
れ
た
地
域
で
暮
ら
せ
る
ま
ち

練
馬
区
モ
デ
ル
Ⅱ

令和７年に、団塊世代の全
ての方が75 歳以上の後期高
齢者となります。

区では、介護が必要になっ
ても、誰もが住み慣れた地域
で安心して暮らせるよう、医
療・介護・予防・住まい・生
活支援が一体的・継続的に提
供される、地域包括ケアシス
テムの確立を着実に進めてい
ます。

街かどケアカフェを区内各地へ 地域包括支援センターの体制強化

地域包括支援センターを

27か所体制に強化

地域包括支援センターと区民ボラン
ティアによる訪問支援、町会・自治会、
民生委員、事業者など地域と連携した見
守り活動等を通して高齢者の見守りに取
り組んできました。

これらの取組の中核機関である地域包
括支援センターをより身近で利用しやす
い窓口にするため、令和５年４月に２か
所増設し、27か所体制に強化しました。

高齢者をはじめとする地域の方が気軽
に立ち寄り、介護予防について学んだり、
健康について相談したりできる「街かど
ケアカフェ」を地域の拠点として拡充し
ています。

令和５年４月に、６か所目の常設型と
して、「街かどケアカフェかしわ」を開
設しました。
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